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秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改　　正　　案 現　　　　　行

  第１条～第16条　（略） 第１条～第16条　（略）

  　（食事の提供方法の特例） 　（食事の提供方法の特例）

第17条　次の各号に掲げる要件の全てを満たす幼保連携型 第17条　次の各号に掲げる要件の全てを満たす幼保連携型

認定こども園は、前条第１項の規定にかかわらず、当該 認定こども園は、前条第１項の規定にかかわらず、当該

幼保連携型認定こども園の満３歳以上の園児に対する食 幼保連携型認定こども園の満３歳以上の園児に対する食

事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調 事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調

  理し、搬入する方法により行うことができる。 理し、搬入する方法により行うことができる。

  　(1)　（略） 　(1)　（略）

　(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健 　(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健

所、市等の栄養士又は管理栄養士により、献立等につ 所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点

いて栄養の観点からの指導を受ける体制の整備その他 からの指導を受ける体制の整備その他の栄養士による

の栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われる 必要な配慮が行われること。 

  こと。

  　(3)～(5)　（略） 　(3)～(5)　（略）

  第18条～第28条　（略） 第18条～第28条　（略）

  　　　附　則 　　　附　則

  １～３　（略） １～３　（略）

  　（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例） 　（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例）

４　施行日から起算して12年を経過する日までの間は、副 ４　施行日から起算して10年を経過する日までの間は、副

園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての 園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての

第８条第４項の規定の適用については、同項中「か 第８条第４項の規定の適用については、同項中「か

  つ、」とあるのは、「又は」とすることができる。 つ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

以下　（略） 以下　（略）

 厚 生 委 員 会 資 料
 令和７年３月１０日

子 ど も 総 務 課

- 3 -



秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例新旧対照表 

改　　正　　案 現　　　　　行

第１条　（略） 第１条　（略） 

  　（過料） 　（過料）

第２条　次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下 第２条　次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下

  の過料に処する。 の過料に処する。

　(1) 正当な理由なしに、法第10条の５もしくは第13条 　(1) 正当な理由なしに、法第13条第１項（法第30条の３

（法第30条の３において準用する場合を含む。）の規 において準用する場合を含む。以下この号において同

定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせ じ。）の規定による報告もしくは物件の提出もしくは

ず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出も 提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件

しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の の提出もしくは提示をし、又は同項の規定による当該

 質問に対し、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者 職員の質問に対し、答弁せず、もしくは虚偽の答弁を

  した者

  　(2)および(3)　（略） 　(2)および(3)　（略）

第３条　（略） 第３条　（略）
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秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

改　　正　　案 現　　　　　行

目次　（略） 目次　（略） 

第１条～第36条　（略） 第１条～第36条　（略） 

　　　第３章　特定地域型保育事業者の運営に関する基準 　　　第３章　特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

　　　　第１節　利用定員に関する基準 　　　　第１節　利用定員に関する基準 

第37条　特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除 第37条　特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除

く。）の利用定員（法第29条第１項の確認において定め く。）の利用定員（法第29条第１項の確認において定め

るものに限る。以下この章において同じ。）の数は、家 るものに限る。以下この章において同じ。）の数は、家

庭的保育事業にあっては１人以上５人以下とし、小規模 庭的保育事業にあっては１人以上５人以下とし、小規模

保育事業Ａ型（秋田市家庭的保育事業等の設備および運 保育事業Ａ型（秋田市家庭的保育事業等の設備および運

営に関する基準を定める条例（平成26年秋田市条例第60 営に関する基準を定める条例（平成26年秋田市条例第60

号。以下「家庭的保育事業等基準条例」という。）第29 号。以下「家庭的保育事業等基準条例」という。）第29

条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項 条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項

において同じ。）および小規模保育事業Ｂ型（家庭的保 第１号において同じ。）および小規模保育事業Ｂ型（家

育事業等基準条例第32条に規定する小規模保育事業Ｂ型 庭的保育事業等基準条例第32条に規定する小規模保育事

をいう。同項において同じ。）にあっては６人以上19人 業Ｂ型をいう。同号において同じ。）にあっては６人以

以下とし、小規模保育事業Ｃ型（家庭的保育事業等基準 上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（家庭的保育事業

条例第34条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則 等基準条例第34条に規定する小規模保育事業Ｃ型をい

第４項において同じ。）にあっては６人以上10人以下と う。附則第４項において同じ。）にあっては６人以上10

し、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては１人とす

 る。 

２　（略） ２　（略） 

　　　　第２節　運営に関する基準 　　　　第２節　運営に関する基準 

第38条～第41条　（略） 第38条～第41条　（略） 

　（特定教育・保育施設等との連携） 　（特定教育・保育施設等との連携） 

第42条　特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行 第42条　特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行

う者を除く。以下この項から第７項までにおいて同 う者を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、 じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、

および必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、 および必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、

次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼 次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に 稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。ただし、地理的条件により連 確保しなければならない。ただし、地理的条件により連

携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにお 携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにお

いて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に いて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては、この限りでない。 ついては、この限りでない。 

　(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育 　(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育

認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設 認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設

定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型 定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型

保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に 保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援（次項において「保育内容支援」とい 関する支援を行うこと。 

う。）を実施すること。  

　(2)　（略） 　(2)　（略） 

　(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の 　(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の
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提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所 提供を受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所

内保育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあ 内保育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあ

っては、第37条第２項に規定するその他の小学校就学 っては、第37条第２項に規定するその他の小学校就学

前子どもに限る。以下この号および第６項第１号にお 前子どもに限る。以下この号および第４項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・ 際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連 保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ 携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 と。 

２　市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の  

実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める  

場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと  

認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととす  

ることができる。  

　(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を  

適切に確保すること。  

　(2) 次のアおよびイに掲げる要件を満たすこと。  

　　ア　特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者  

との間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が  

明確化されていること。  

　　イ　保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支  

障が生じないようにするための措置が講じられてい  

ること。  

３　前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育  

事業Ａ型もしくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育  

事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事  

業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事  

項に係る連携協力を行うものをいう。  

４　市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供 ２　市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供

に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合 に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合

であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすと であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認め

きは、第１項第２号の規定を適用しないこととすること るときは、前項第２号の規定を適用しないこととするこ

ができる。 とができる。 

　(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切 　(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に

に確保した場合は、次のアおよびイに掲げる要件を満 係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担

たすと市長が認めること。 および責任の所在が明確化されていること。 

　　ア　特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との 　(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の

間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明確 本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための

化されていること。 措置が講じられていること。 

　　イ　代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が  

生じないようにするための措置が講じられているこ  

と。  

　(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協  

力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお  

当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であるこ  

と。  
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５　前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に ３　前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の

掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

ものをいう。 う者として適切に確保しなければならない。 

　(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う 　(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を

場所又は事業所（次号において「事業実施場所」とい 行う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」

う。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供 という。）以外の場所又は事業所において代替保育が

される場合　小規模保育事業Ａ型事業者等 提供される場合　小規模保育事業Ａ型もしくは小規模

 保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号に

 おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

　(2)　（略） 　(2)　（略） 

６　（略） ４　（略） 

７　（略） ５　（略） 

８　（略） ６　（略） 

９　（略） ７　（略） 

10　（略） ８　（略） 

11　（略） ９　（略） 

第43条～第54条　（略） 第43条～第54条　（略） 

　　　附　則 　　　附　則 

１～４　（略） １～４　（略） 

　（連携施設に関する経過措置） 　（連携施設に関する経過措置） 

５　特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事 ５　特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ 業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、法第59条第４号に規定する事業による支援その他の て、法第59条第４号に規定する事業による支援その他の

必要で適切な支援を行うことができると市が認める場合 必要で適切な支援を行うことができると市が認める場合

は、第42条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の は、第42条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して15年を経過する日までの間、連携 施行の日から起算して10年を経過する日までの間、連携

施設を確保しないことができる。 施設を確保しないことができる。

 

 

秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

改　　正　　案 現　　　　　行

目次　（略） 目次　（略） 

第１条～第６条　（略） 第１条～第６条　（略） 

　（保育所等との連携） 　（保育所等との連携） 

第７条　家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う 第７条　家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う

者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。 者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。

以下この条、次条第１項、第８条の３第２項、第15条第 以下この条、次条第１項、第８条の３第２項、第15条第

１項および第２項、第16条第１項、第２項および第５ １項および第２項、第16条第１項、第２項および第５

項、第17条ならびに第18条第１項から第３項までにおい 項、第17条ならびに第18条第１項から第３項までにおい

て同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実 て同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実

に行われ、および家庭的保育事業者等による保育の提供 に行われ、および家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育 の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育
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基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定す 基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定す

る法律に定める学校において行われる教育をいう。以下 る法律に定める学校において行われる教育をいう。以下

この条において同じ。）又は保育が継続的に提供される この条において同じ。）又は保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼 よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼

稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を 稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を

適切に確保しなければならない。ただし、地理的条件に 適切に確保しなければならない。ただし、地理的条件に

より連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める より連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める

地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を 地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を

除く。第17条第２項第３号において同じ。）を行う家庭 除く。第17条第２項第３号において同じ。）を行う家庭

的保育事業者等については、この限りでない。 的保育事業者等については、この限りでない。 

　(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設 　(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設

定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に 定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に

対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援 対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を

（次項において「保育内容支援」という。）を実施す 行うこと。 

ること。  

　(2)　（略） 　(2)　（略） 

　(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて 　(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあ いた利用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあ

っては、第43条に規定するその他の乳児又は幼児に限 っては、第43条に規定するその他の乳児又は幼児に限

る。以下この号および第６項第１号において同じ。） る。以下この号および第４項第１号において同じ。）

を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児 を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設 に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を提供すること。 において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２　市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実  

施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場  

合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認  

めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととする  

ことができる。  

　(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適  

切に確保すること。  

　(2) 次のアおよびイに掲げる要件を満たすこと。  

　　ア　家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者と  

の間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明  

確化されていること。  

　　イ　保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支  

障が生じないようにするための措置が講じられてい  

ること。  

３　前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第28条に規  

定する小規模保育事業Ａ型もしくは小規模保育事業Ｂ型  

又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規  

模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項  

第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。  

４　市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に ２　市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合で 係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合で

あって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすとき あって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

は、第１項第２号の規定を適用しないこととすることが ときは、前項第２号の規定を適用しないこととすること
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できる。 ができる。 

　(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に 　(1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との

確保した場合は、次のアおよびイに掲げる要件を満た 間でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明確化

すと市長が認めること。 されていること。 

　　ア　家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間 　(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障

でそれぞれの役割の分担および責任の所在が明確化 が生じないようにするための措置が講じられているこ

されていること。 と。 

　　イ　代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が  

生じないようにするための措置が講じられているこ  

と。  

　(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力  

者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当  

該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であるこ  

と。  

５　前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に ３　前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各

掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号 号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める る者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

ものをいう。 者として適切に確保しなければならない。 

　(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所 　(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う

又は事業所（次号において「事業実施場所」とい 場所又は事業所（次号において「事業実施場所」とい

う。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供 う。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供

される場合　小規模保育事業Ａ型事業者等 される場合　第28条に規定する小規模保育事業Ａ型も

 しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

 う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

 という。） 

　(2)　（略） 　(2)　（略） 

６　（略） ４　（略） 

７　（略） ５　（略） 

第８条～第51条　（略） 第８条～第51条　（略） 

　　　附　則 　　　附　則 

１～３　（略） １～３　（略） 

　（連携施設に関する経過措置） 　（連携施設に関する経過措置） 

４　家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業 ４　家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ 者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第59条第４号に規定する事業 て、子ども・子育て支援法第59条第４号に規定する事業

による適切な支援を受けることができると市が認める場 による適切な支援を受けることができると市が認める場

合は、第７条第１項本文の規定にかかわらず、施行日か 合は、第７条第１項本文の規定にかかわらず、施行日か

ら起算して15年を経過する日までの間、連携施設を確保 ら起算して10年を経過する日までの間、連携施設を確保

しないことができる。 しないことができる。 

５～10　（略） ５～10　（略） 

以下　（略） 以下　（略）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚 生 委 員 会 資 料 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月１０日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子 ど も 総 務 課

 

 

「（仮称）第４次秋田市子ども・子育て未来プラン」（最終案）について 

 

　今年度、策定を進めてきた（仮称）第４次秋田市子ども・子育て未来プラン（以

下「第４次プラン」という。）について、案に対する意見聴取（パブリックコメン

ト、市民１００人会）を踏まえ秋田市子ども・子育て会議において最終的な検討を

 実施し、最終案を作成した。

 　今後、市長決裁を経て３月下旬に公表する予定である。

                       　

１　第４次プランの概要  

    第４次プランは、第３次までのプランと同様に、子ども・子育て支援法に基づ

く市町村子ども・子育て支援事業計画と、次世代育成支援対策推進法に基づく市

 町村行動計画を一体として策定している。

 　(1) 計画期間

 　　　計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間。

 　(2) こども計画との関係

 　　　令和７年度に策定予定のこども計画の一部として位置付けている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　案に対する意見聴取（パブリックコメント、市民１００人会） 

　(1) 実施期間：令和６年１２月６日から令和７年１月６日まで 

　(2) 意 見 数：１０７件（１４名） 

　(3) 主な意見 

　　・父親の育児参加という時点で、父親は育児の主体ではないと感じられる。 

　　・発達段階に応じてという言葉は、年齢ごとの一律の育ちと捉える人が少なくな 

　　　いと思われる。 

　　・こどもの安全確保における施策の方向性の記述中に、災害という言葉を加えて

　　　はどうか。 

　　・ヤングケアラーへの相談・支援は特に計画はされないのか。

【プランの位置付け】

秋田市子どもの未来応援計画
〔令和４年度～令和８年度〕

（こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に
 関する法律に基づく ）

秋田市子ども・子育て未来プラン
〔令和７年度～令和11年度〕

（子ども・子育て支援法および次世代育成支援
 対策推進法に基づく ）

こども計画　（令和７年度策定予定）
〔令和８年度～令和11年度〕

（こども基本法に基づく ）
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